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クラブウェルフェアオフィサー
認定（更新）講習会

一般社団法人熊本県サッカー協会

規律・フェアープレー委員会

講師：○○○○（ウェルフェアオフィサージェネラル）

令和 年 月 日（ ）
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ウェルフェアオフィサーとは？

安心・安全
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学校の部活動からトップレベルまで、 スポーツ指導での暴力の
横行が社会問題

＊大阪市立桜宮高バスケットボール部主将の男子生徒が体罰を
受けた後に自殺（2012年12月）
＊柔道女子日本代表では指導者による暴力とパワーハラスメント
を選手15人が告発（2013年1月）

2013年6月24日 JFA暴力根絶相談窓口を設置
（管理部内・電話又はFAXで受付）

１ JFA暴力根絶相談窓口設置背景
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県のサッカー界を統括・代表する団体として
ＫＦＡも今年度設置

２ 暴力等根絶相談窓口設置規程 抜粋

目的
サッカーの活動現場における組織的または個人的な暴力行為等の早期発見

と是正および再発の防止につとめることを目的とする。

対応事項
サッカーの活動現場における暴力行為等とする。但し、係争中のものは除く。
暴力行為等とは、直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧その他とする。

是正措置

本協会は、調査の結果、暴力行為等が明らかになった場合には、本協会加盟
団体、その他の団体への指導等の適切かつ相当な是正措置をとるものとする。
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３ ウェルフェアオフィサーの概念図

ドラッグ

不平等

性的犯罪

差別 飲酒

喫煙 暴力

いじめ

暴言

ハラスメント

啓発・予防 対応
関係機関
への橋渡し

サッカー界に顕在化する諸問題

ウェルフェアオフィサーの役割

講習会
研修会
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 等

相談
事実確認
指導 等

規律・裁定委
技術・審判委
外部機関 等

協会・連盟等の活動で
「ウェルフェアオフィサー

（ジェネラル）」

公式大会やリーグ戦で
「マッチ・ウェルフェアオフィサー」

クラブでの日常活動で
「クラブ・ウェルフェアオフィサー」

【ウェルフェアオフィサーの種類】

①

②

③

担当者がいる
⇒取り組みの意思表示

⇒相談の窓口

⇒47ＦＡ、連盟、リーグでの対応のネットワーク
⇒啓発の推進者

クラブ関係者にとっての相談窓口
※いろいろな相手への相談がありうるクラブ全体の取り組みに

クラブの方針、フィロソフィーの明確化
活動の前提として、部則、フィロソフィーを持つ

スタッフ、部員、新入部員（保護者）との確認

スタッフの研修、ディスカッション

選手たちのディスカッション
リスペクト、差別等に関して

Cf. リスペクトワークショップ

保護者会や保護者とのコミュニケーション 6

４ クラブウェルフェアオフィサー
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５ CWOの役割
①所属クラブ（チーム）におけるリスペクト、フェアプレーの啓発、
促進及び暴力、差別等予防活動

②所属クラブ（チーム）におけるリスペクト、フェアプレーに係る教
育活動

③上記２項のため、所属クラブ（チーム）内における研修会、講習
会の実施

④所属クラブ（チーム）における暴力、差別等に関する相談窓口
対応

⑤所属クラブ（チーム）における暴力、差別事案等の対応

⑥リスペクト、フェアプレーに関し、規律・フェアプレー委員会、他
のウェルフェアオフィサー、所属クラブ（チーム）の外部団体等
との連携

⑦当面の間、マッチウェルフェアオフィサーの役割

1. 当該クラブや関係者への「暴力根絶」講習会
⇒指導者の気づきやクラブ内での対応へつなげる

2. 選手へのリスペクトプログラムの実施（チーム関係者も同席）
⇒選手の意識の向上につなげるには、クラブとしての継続的な活動が必要

3. 指導者、保護者、選手へのアンケート （実態把握）
⇒クラブとしての在り方、活動について、第三者的なチェック機能が働かない
ことが問題発生の一因と捉え、現状を認識してもらうために実施

事が起きてからの対応には限界

クラブ（団体）としての自浄力を高める必要（セルフチェック機能）

チーム・代表者がよりどころとなるもの基準・指標・指針ガイドライン
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６ ＣＷＯ日常の取り組み
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⇒解決までの流れ（例）

基本的にはＪＦＡ相談窓口よりチームの自浄努力を促すが、難
しい場合は以下の流れとなる。

・ＪＦＡより、チームが所属するＦＡ、連盟のウェルフェアオフィ
サーに調査を依頼
・ウェルフェアオフィサーが、通報者、被通報者、チーム関係者
からヒアリングを行い、事実確認と認定を行う。
・事実が認定された場合、ＦＡより当該チーム、被通報者へ指導
し、再発防止の誓約書に署名してもらう。
・案件が重大な場合は、ＦＡ、連盟の規律委員会にて被通報者
に対する懲罰を決定。
・数ヶ月間経過を観察し、改善状況を確認。
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演習・ディスカッション

テーマⅠ：クラブチェックリストの記入
①自分のクラブを想起し、チェックしてみましょう

テーマⅡ：クラブの健全育成について、ディスカッション
②まずは、近くの人と話してみましょう
③参加者全員で思いを出し合いましょう
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おわりに変えて

６ 秒
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